


 

３月 14日から発生したｅ－Ｔａｘの接続障害への対応等 

 

１ 概要 

令和４年３月 14日（月）から、ｅ－Ｔａｘの接続障害（以下「本障害」といいま

す。）が断続的に発生し、ｅ－Ｔａｘにログインができない、ログインができても送

信ができない又は送信に時間を要するなど、利用者の皆さまにご不便をおかけする

こととなりました。心よりお詫びを申し上げます。 

国税庁と運用事業者において、本障害の対応を進めているところであり、現時点

で把握した状況と対応策等についてご報告いたします。 

 

２ 本障害の状況及び解消・再発防止等の取組 

（１）本障害の状況 

利用者がｅ－Ｔａｘを利用して申告・納税を実施しようとした際に、本障害によ

り、令和４年３月 14 日（月）から 15 日（火）にかけて、断続的に主に次のような

事象が発生しました。 

・ ログイン困難（一部ログイン不可・混雑通知が表示される） 

・ 送信困難（送信不能又は送信所要時間の長期化） 

・  国税庁からの通知確認困難（国税庁からの通知メール遅れ） 

本年度の申告では、多くの方にｅ－Ｔａｘを利用していただいたこともあり、申告

データを国税庁のデータベースサーバに格納する際の処理や取り出す際の処理に極

めて大きな負荷がかかり、処理パフォーマンスの低下が発生したことが上記事象の

原因であることが判明しました。 

令和４年３月 16日（水）以降は、ｅ－Ｔａｘによる申告件数の減少もあり、上記

事象は発生しておらず、安定的に稼働しています。 

 

（２）本障害の解消・再発防止等の取組 

上記の処理に起因する障害については、運用事業者と共に検証した結果、その解

決策が判明しました。今後、利用者の皆さまへの影響が最小となる可能な限り早い

時期に、その解決策を実施してまいります。 

電子申告・納税を安心してご利用いただけるよう、引き続き、運用事業者と再発

防止策を検討・措置するとともに、安定稼働に向けて取り組んでまいります。 

   

３ 納税者等の皆様への対応 

（１）申告期限の取扱い等 

本障害により、期限内の申告等が困難な場合には、個別に申告期限等（申告・納

令和４年３月 18日 
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付・法定提出期限）を延長することとし、後日、申告書等を提出いただく場合の具

体的な手続方法（申告書等に「ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請」

である旨記載するなど）をお示ししたところです（参考１）。 

今般、上記２のとおり、ｅ－Ｔａｘの処理状況が改善したことを踏まえ、本日（令

和４年３月 18日（金））までに申告期限等を迎える申告等について、上記の手続方

法により期限延長を行う期間を令和４年４月 15 日（金）までとします（参考２）。 
 

（参考１）申告所得税、贈与税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な

方法（令和４年３月 15日（火）公表） 

（参考２）ｅ－Ｔａｘの接続障害による個別延長手続に関するＦＡＱ（令和４年３月 18 日

（金）公表）（令和４年３月 22日（火）更新） 

（参考３）新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告が困難な場合の対応（令和

４年２月３日（木）公表） 

 

（２）令和３年分所得税の青色申告特別控除の取扱い 

本障害により、ｅ－Ｔａｘによる申告書の提出ができなかった方について、65万

円の青色申告特別控除を受ける場合の手続をお示ししています（参考４）。 
 

（参考４）ｅ－Ｔａｘの接続障害に伴う 65万円の青色申告特別控除の取扱い（令和４年３月

18日（金）公表）（令和４年３月 22日（火）更新） 

 

（３）預貯金口座からの振替日 

本障害により、令和４年４月 15日（金）までに個別に申告期限等を延長された方

の預貯金口座からの振替日は、次のとおりです。 

申告所得税 令和４年５月 31日（火） 

（注）消費税（個人事業主）については、本障害による期限延長の対象とはなりませんの

で、令和４年３月 31日（木）までに申告・納付をお願いします。 

 

４ その他 

従前より、ｅ－Ｔａｘについては、令和４年３月 19日（土）から 21日（月）ま

での間、税制改正に対応するための定期メンテナンス等を予定しており、終日、ご

利用いただくことができません。 

利用者の皆さまには、重ねてご不便をおかけいたします（ｅ－Ｔａｘの利用可能

時間は「利用可能カレンダー」でご確認ください。）。 

 

（参考５）ｅ－Ｔａｘの利用可能時間カレンダー（ｅ－Ｔａｘホームページ） 

 

※ (参考１)～(参考５)につきましては、国税庁ホームページ等でご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/data/kobetsushinsei.pdf
https://www.nta.go.jp/data/kobetsushinsei.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/data/faq.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022003-125.pdf
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm#anc02


〇 確定申告書等作成コーナーを利用してｅ－Ｔａｘで提出する場合の入力方法 

 

【所得税申告書の入力例】 

「送信準備」画面の「特記事項」欄に、 

「ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。 

 

《パソコン》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《スマートフォン》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請 
 

申告所得税、贈与税の 

申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法 

ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付

期限延長申請 

 



【贈与税申告書の入力例】 

「送信準備」画面の「特記事項」欄に、 

「ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請 



〇 各種会計ソフトを利用してｅ－Ｔａｘで提出する場合の入力方法 

 

【所得税申告書のｅ－Ｔａｘソフトの入力例】 

所得税の申告書等送信票（兼送付書）の特記事項欄に、 

「ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請） 

 



〇 申告書を書面で提出する場合の記載方法 

  申告書の右上の余白に、 

  「ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請」と記載してください。 

 

【所得税申告書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【贈与税申告書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請 

 

３ 確定 

 

ｅ－Ｔａｘの障害による申告・納付期限延長申請 

３ 
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（令和４年３月 22 日一部更新） 
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令和４年３月 14 日（月）から、e-Tax の接続障害が断続的に発生したため、令和３年分

の申告所得税及び贈与税の確定申告等の期限である令和４年３月 15 日（火）までに e-Tax

で提出できなかった方は、令和４年４月 15 日（金）までの間、申告・納付期限の延長を申

請することができます。 

つきましては、その際の手続等をＦＡＱとして取りまとめましたので、参考としてくだ

さい。 

納税者の皆様にご不便をおかけすることとなり、心よりお詫びを申し上げます。 
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e-Tax の接続障害による個別延長手続に関するＦＡＱ 



問１．《令和３年分の確定申告をこれから行う場合》  

令和４年３月 14 日（月）から断続的に発生した e-Tax の接続障害により、期限であ

る令和４年３月 15 日（火）までに e-Tax で確定申告書等を送信することができなか

った場合、個別延長の適用を受けることはできますか。 

 

〇 令和３年分の申告所得税、贈与税の確定申告については、e-Tax の接続障害により、

令和４年３月 15 日（火）の期限までに e-Tax で確定申告書等を送信することができな

かった方については、同年４月 15 日（金）まで、申告・納付期限を延長することができ

ます。 

 

〇 延長する場合は、別途「延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、所定

の欄に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、令和４

年４月 15 日（金）までに e-Tax により提出いただくことで延長することができます。 

（注） この方法により個別延長を許可する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付

等による期限延長を許可する旨の通知は行わないこととしています。 

 

（参考）e-Tax の接続障害による期限延長手続の方法 

 所得税等に関する申請手続の具体的な方法 

 

〇 なお、申告期限及び納付期限は、令和４年４月 15 日（金）となります。 

 

※ 申告書等の余白に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、書面によ

り提出いただくことでも延長することができます。ただし、65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける

場合は、e-Tax で提出する必要があります。 

 

※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納付の猶予制度を適用できる場合がありま

す。適用を受けるためには、税務署に申請手続が必要になりますので、まずは、管轄の税務署（徴収担

当）にお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

（注） 

https://www.nta.go.jp/data/kobetsushinsei.pdf


問２．《e-Tax の接続障害により確定申告書を訂正できなかった場合》 

既に令和３年分の確定申告書を提出しましたが、計算等に誤りがあったため、令和

４年３月 14 日（月）に訂正した確定申告書を e-Tax で提出しようとしたところ、接続

障害により送信できませんでした。どのような方法で確定申告書の訂正を行えばいい

ですか。 

 

○ 既に令和３年分の確定申告書を提出しており、令和４年３月 14 日（月）及び期限であ

る同年３月 15 日（火）に e-Tax の接続障害により、訂正した確定申告書を e-Tax で提

出することができなかった場合は、同年３月 16 日（水）から４月 15 日（金）までの間

に、所定の欄に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載して e-Tax によ

り提出していただくことで、確定申告書の訂正を行うことができます（期限内に提出が

あったものとして取り扱います。）。（注） 

（注） この方法により期限延長を許可する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付

等による期限延長を許可する旨の通知は行わないこととしています。 

   

○ なお、令和４年４月 16 日（土）以降に訂正した申告書を提出した場合は、「e-Tax の

障害による申告・納付期限延長申請」と記載していただいても、確定申告書の訂正を行

うことはできません（「修正申告」等の手続となります。）。 

 

※ 申告書等の余白に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、書面によ

り提出いただくことでも延長することができます。ただし、65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける

場合は、e-Tax で提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問３．《青色申告特別控除 65 万円の取扱い》 

65 万円の青色申告特別控除の要件として、e-Tax で送信することが必要ですが、e-

Tax の接続障害により送信できなかった場合は、65 万円の青色申告特別控除の適用を

受けることはできますか。 

 

○ 令和３年分確定申告において、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、

55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、 e-Tax による申告又は 令和２年

９月 30 日までに税務署長による承認を受けた上で、仕訳帳及び総勘定元帳について電

子帳簿保存を行っている必要があります。 

 

○ そのため、e-Tax の接続障害により申告書の提出ができなかった場合、65 万円の青色

申告特別控除の適用を受けられる方は、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」

と記載した申告書を、令和４年４月 15 日（金）までに e-Tax で提出していただくこと

で 65 万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。 

 

○ なお、e-Tax の接続障害により送信ができなかったため、e-Tax で提出せずに、書面

で青色申告特別控除を55万円として提出した場合であっても、令和４年４月15日（金）

までに「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、e-Tax で

提出していただければ、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。 

 

（注）令和 4 年 3 月 14 日（月）又は 15 日（火）に、65 万円の青色申告特別控除を適用

する申告書を e-Tax で提出しようとしたものの、今回の接続障害のために、当該申告

書（65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書）を書面に印刷して提出した方は、

改めて当該申告書を e-Tax で再提出していただく必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問４．《受付結果の確認方法》 

令和 4 年３月 15 日（火）に送信したが、自分の申告書が申告期限内に受信されてい

るかを確認するにはどうすればよいですか。確認の結果、エラーだった場合はどうす

ればよいですか。 

 

○ e-Tax により申告した場合は、メッセージボックスを確認することで、送信した申告

データが正常に受信されたかを確認することができます。 

メッセージボックスで受付結果を確認した際、エラー情報が表示されている場合は、

エラーの内容を確認し、訂正等を行った上で、令和４年４月 15 日（金）までに「e-Tax

の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、再度 e-Tax で送信して

いただければ、期限内に提出があったものとして取り扱うこととしております。 

 

（参考）送信した申告等データの確認方法（e-Tax ホームページ） 

 

○ また、令和４年３月 16 日（水）以降に受信されていた場合で、特記事項欄に何も記載

していなかった場合には、同年４月 15 日（金）までに「e-Tax の障害による申告・納付

期限の延長申請」と記載した申告書を、再度 e-Tax で送信していただければ、期限内に

提出があったものとして取り扱うこととしております。 

 

 

問５．《令和３年分以外の確定申告について》 

令和３年分以外の確定申告は e-Tax の接続障害による延長の対象となりますか。 

 

○ 令和４年３月 14 日（月）から断続的に発生した e-Tax の接続障害については、令和

４年３月 14 日（月）から同年３月１8 日（金）の間に期限が到来する申告等が延長の対

象となります（また、更正の請求や所得税の青色申告承認申請等の申告以外の届出や申

請についても、延長の対象となります。）。 

 

○ 例えば、令和２年分の確定申告の期限は、令和３年４月 15 日（木）であったため、

「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載していただいても、延長の対象

となりません。 

 

 

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/03.htm


 

○ e-Tax の接続障害による個別延長により、令和４年４月 15 日（金）までに申告された

方の預貯金口座からの振替日は次のとおりです。 

  申告所得税及び復興特別所得税 ： 令和４年５月 31 日（火） 

（注）消費税（個人事業主）については、期限延長の対象とはなりませんので、令和４年３月 31 日（木）

までに申告・納付をお願いします。 

 

 

  

  

 

 
 

問６．《預貯金口座からの振替日について》    

e-Tax の接続障害による個別延長をした場合、預貯金口座からの振替日はいつにな

りますか。 

 

 





















令和４年３月 18 日 

（令和４年３月 22 日一部更新） 

国 税 庁 

 

e-Taxの接続障害に伴う 65万円の青色申告特別控除の取扱いについて 

 

令和４年３月 14日（月）に発生した e-Taxの接続障害については、納税者の皆様に大変ご

不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 

令和３年分の所得税について、65万円の青色申告特別控除（※）の適用を受けるためには、

55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の

承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるところ、今回の接続障害を原因として e-

Tax による申告書の提出ができなかった方については、以下の方法で申告書をご提出いただくこ

とで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。 

 

※青色申告特別控除制度については、こちらをご覧ください。 

 

１ e-Taxの接続障害により、３月 15日（火）までに申告書を提出できなかった納税者の方 

 申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax に

より提出してください。※ 

 この場合、期限内に提出された確定申告書として扱います。 

 

２ e-Tax の接続障害により、３月 15 日（火）までに 55 万円の青色申告特別控除を適用

する申告書を書面で提出した納税者の方 

 青色申告特別控除額を 65 万円に変更し、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限

の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出してください。※ 

 この場合、後から提出された申告書を期限内に提出された確定申告書として扱います。 

 

※ 上記１、２の方法により延長申請ができる期間は、令和４年４月１５日（金）までとな

っております。 

※ 令和 4 年 3 月 14 日（月）又は 15 日（火）に、65 万円の青色申告特別控除を適

用する申告書を e-Tax で提出しようとしたものの、今回の接続障害のために、当該申告書

（65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書）を書面に印刷して提出した方は、改

めて当該申告書を e-Tax で再提出していただく必要はありません。 

 

 なお、令和２年９月30日までに仕訳帳及び総勘定元帳について税務署長の承認を受けて電

磁的記録による保存を行っている場合には、後日、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申

請」と記載した申告書を、e-Tax 又は書面で提出いただくことで、65 万円の青色申告特別控除

の適用を受けることができます。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf


この度のe-Taxへの接続障害により、税理士の皆様には大変

ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

今般の障害の影響により、申告期限までに送信が完了しな

かった申告データがある場合は、個々の申告データの特記事

項欄等に「e-Tax障害による申告・納付期限延長申請」と入

力いただくことに代えて、令和４年４月15日（金）まで、署

ごとにまとめて申告・納付期限の延長申請ができますので、

各関与先の所轄税務署(管理運営部門）までご相談いただき

ますようお願いいたします。

 事前に所轄税務署へご相談ください。

 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に

申告データの送信を予定されている関与先の一

覧表を添付して提出してください。

 所轄税務署での準備が整い次第、担当者(個人課

税部門等)からご連絡を差し上げますので、申告

データを送信してください。

国税庁

記載例は次ページ

３月15日（火）までに申告書を書面で提出済みの関与先の方々について、

e-Taxで申告データを送信する際は、一覧表への搭載は省略可能です。

※65万円の青色申告特別控除の取扱いについては、こちらをご覧ください。

この特別控除の適用においても、以下の方法を利用することができます。



 

 

 
令和  年  月  日 

          税 務 署 長 殿 

（〒          ） 

申請者 住 所 

                                                    （所在地）                                    

（電話番号                    ） 

氏 名 

（名 称）                     

           法人番号 

 

    

 

 

災害による申告、納付等の期限延長申請書 

 

自令和  年  月  日 
の            により被害を受けましたので、下記のとおり、申告、 

至令和  年  月  日 
 
納付等の期限の延長を申請します。 

記 

 

申   請   内   容 ※ 
処  理 

期 限 の 種 類 法 定 期 限 申 請 期 限 

申告所得税及び復興特別所得税 令和 ４ 年 ３ 月 15 日 令和   年  月  日  

贈与税 令和 ４ 年 ３ 月 15 日 令和   年  月  日  

 令和   年  月  日 令和   年  月  日  

 令和   年  月  日 令和   年  月  日  

被

災

状

況 
 参

考

事

項 

 

（注）１ この延長申請書は、原則として災害のやんだ日から１か月以内に申請してください。 

２ ※印が付された欄の記入は要しません。 

 

 

 

 

 

整理番号          

※

決 

裁 

署 長 副署長 総務課長、統括官 担当者 ※ 
決 議 令和  年  月  日     

※ 令和  年  月  日 

通 知 第  号・口頭・（  ） 

                                   
 

収受印 

通信日付印     年    月    日 確 認 
 

処理年月日     年    月    日

 

※税務署整理欄

番号確認

 

霞が関 

千代田区霞が関１－２－３（税理士の住所） 

０３-１２３４-５６７８（税理士の連絡先） 

国税 太郎（税理士の氏名） 

申請対象者は別紙のとおり 

４  ３  １４ 
e-Tax の障害 



税務署名： 関与税理士： 国税 太郎

№ 氏名 利用者識別番号 整理番号 備考

(例1) 納税 花子 0000-0000-0000-0000 00000000

(例2) 納税 一郎 1111-1111-1111-1111 00000001 所得税・贈与税

(例3) 納税 二郎 2222-2222-2222-2222 00000002 贈与税

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

※税目に贈与税がある場合は、備考欄にその旨を記載してください。

災害による申告、納付等の期限延長申請書（別紙）

※この別紙に代え、納税者の方を特定できる①又は②の内容の情報が記載された既存の一覧表などを提出いただいても

差し支えありません。

 ① 氏名及び利用者識別番号又は整理番号

 ② 氏名、住所、生年月日


